
医療型短期入所事業所について 

 

① 医療型短期入所を行う施設について 

  法に定められている「医療型短期入所事業所」に統一します。 

 

② 医療型短期入所事業の指定状況 

（H29.12.1現在） 

番

号 
圏域名 医療機関（事業所）名 所在地 本 体 事 業 名 形態 指定年月日 

１ 

佐 久 

小諸高原病院 小 諸 市 
医療型障害児入所支

援／療養介護 

空床 

H18.10.1 

２ 佐久市立国保浅間総合病院 佐 久 市 病院 H29.10.1 

３ 上 小 三才山病院 上 田 市 療養介護 H20.12.1 

４ 諏 訪 信濃医療福祉センター 下諏訪町 
医療型障害児入所支

援／療養介護 
H18.10.1 

５ 

上伊那 

昭和伊南総合病院 駒ヶ根市 病院 H21. 8.1 

６ 斉藤診療所 宮 田 村 診療所 H21. 8.1 

７ 町立辰野病院 辰 野 町 病院 H23. 4.1 

８ 上伊那生協病院 箕 輪 町 病院 H25. 7.1 

９ 老人保健施設はびろの里 伊 那 市 老人保健施設 H29. 5.1 

10 

松 本 

中信松本病院 松 本 市 
医療型障害児入所支

援／療養介護 
H18.10.1 

11 城西病院 松 本 市 病院 H28.12.1 

12 

長 野 

東長野病院 長 野 市 
医療型障害児入所支

援／療養介護 
H18.10.1 

13 稲荷山医療福祉センター 千 曲 市 
医療型障害児入所支

援／療養介護 
H18.10.1 

14 丸山産婦人科（やどりぎ） 長 野 市 病院 併設 H29.10.1 

 

 なお、利用者の支給決定は市町村において行っているため、利用者の状況（年齢区分、利用日

数等）について県では把握しておりません。 


